
【資料出所】
「平成1８年度国民年金保険料の納付状況
と今後の取組等について」（社会保険庁）

国民年金保険料の未納対策②
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保険料滞納者の状況（１）
《世帯の収入①》

○ 『国民年金被保険者実態調査（平成１７年）』では、国民年金１号被保険者のうち、「滞納者＊１」と
「納付者＊２」の世帯の所得分布をみると、全体的にはいずれも同じような傾向ではあるものの、
滞納者については、納付者と比べ、年収200万円未満である者の割合が比較的多くなっている。

○ この結果、滞納者の中位数は233万円と、納付者と比べ100万円以上少ない。

＊１ 滞納者とは、「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、その全ての保険料を納めなかった者」をいい、社会保険
庁が毎年公表している「未納者」（過去２年間のすべてが１号被保険者期間であって、その全ての保険料を納めなかった者）と定義
が異なる。

＊２ 納付者とは、 「過去２年間の納付対象月が１ヶ月以上ある者であって、保険料を１ヶ月以上納めた者」をいう。

【資料出所】
国民年金被保険者実態調査

（平成17年）

《本資料の留意点》
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1号期間滞納者（平均３２３万円、中位数２３３万円）

納付者（平均５０５万円、中位数３４２万円）
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保険料滞納者の状況（２）
《世帯の収入②》

○ 国民年金１号被保険者のうち、滞納者の割合を世帯での所得階級別にみると、低所得者であ
る程、滞納者の割合が高くなっている。

○ しかしながら、所得が1,500万円以上の世帯でも、保険料を滞納している者が約１割存在する。

【資料出所】
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）
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保険料滞納者の状況（3）
《本人の就労状況》

○ 就労状況をみた場合、 「常用雇用」と「臨時・パート」で、滞納者の占める割合が多い。

○ 特に「臨時・パート」では、学生納付特例と全額免除者が多く、完納者の割合が少なくなって
いる。

○ 滞納者のうちでは、「臨時・パート」と「無職」の占める割合が多い。
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【資料出所】
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）
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（単位：％）

総　数

保険料が
高く、経
済的に支
払うのが
困難

受け取れ
る年金額
が分から
ない・保
険料に比
べて少な
い

これから
保険料を
納めても
加入期間
が少な
く、年金
がもらえ
ない

すでに年
金を受け
る要件を
満たして
いる

年金制度
の将来が
不安・信
用できな
い

社会保険
庁が信用
できない

その他

１号期間滞納者総数 100.0 65.6 4.8 3.8 0.7 14.8 7.0 3.2
　20～24歳 100.0 66.4 5.2 1.4 0.0 16.2 5.1 5.7
　25～29歳 100.0 64.6 6.0 0.8 0.0 16.3 8.5 3.9
　30～34歳 100.0 60.6 5.3 2.2 0.0 20.4 8.6 2.8
　35～39歳 100.0 63.9 6.8 3.8 0.0 17.1 6.4 1.9
　40～44歳 100.0 70.2 4.2 5.7 0.0 12.3 5.7 2.0
　45～49歳 100.0 68.4 2.9 8.1 0.5 10.2 7.7 2.2
　50～54歳 100.0 72.0 2.2 9.4 2.2 6.2 6.8 1.1
　55～59歳 100.0 64.7 1.9 8.5 7.0 8.3 8.2 1.4

年齢階級別保険料を納付しない理由（１号期間滞納者）（主要回答）

保険料滞納者の状況（４）
《国民年金保険料を納付しない理由①》

○ 保険料を納付しない理由について、年齢階級別にみると、すべての年齢階級において、「保
険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も高くなっている。（図①）

○ 「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」と回答した者の理由をより詳細にすると、「元々
所得が少ないから」という理由が各年齢階級において過半数を占めており、「失業、事故など
により所得が低下したから」の割合は、最も高い55～59歳でも３割に満たない。（図②）

図① 図②

【資料出所】
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）

年齢階級別保険料を納付しない理由（滞納者） 年齢階級別保険料を納付しない理由（滞納者）

（単位：％）

総　数
元々所得が少な
いから

失業、事故など
により所得が低
下したから

保険料より優先
度の高い支出が
多いから

その他

１号期間滞納者総数 100.0 61.2 15.1 17.5 6.2
　20～24歳 100.0 70.5 6.4 13.0 10.0
　25～29歳 100.0 66.5 12.7 14.3 6.4
　30～34歳 100.0 60.6 15.3 17.1 7.1
　35～39歳 100.0 57.8 15.2 22.7 4.3
　40～44歳 100.0 51.9 19.0 25.3 3.8
　45～49歳 100.0 55.0 20.5 20.8 3.7

50～54歳 100.0 54.8 20.9 19.8 4.5
　55～59歳 100.0 51.1 29.9 16.6 2.4
注1．回答不詳以外の者に対する割合である。
注2．「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」と回答した者を集計している。
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保険料滞納者の状況（５）
《国民年金保険料を納付しない理由②》

○ 保険料を納付しない理由としては、 「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も多
かったが、これを世帯の総所得金額階級別にみると、すべての所得金額階級において、「保
険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も高い割合となっており、世帯所得金額が1,000
万円以上であっても、半数以上を占める。（図③）

図③ 世帯総所得金額階級別保険料を納付しない理由（滞納者）

【資料出所】
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）

注 回答不詳以外の者に対する割合である。
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保険料滞納者の状況（６）
《保険料を納付しないことについての意識》

○ 年齢階級別に、保険料を納付しないことについての意識をみると、「もう少し生活にゆとりが
できれば保険料を納めたい」と回答している者が約６割となっており、年齢が上がるにつれ高
くなる傾向にある。（図①）

○ 世帯の総所得金額階級別に、保険料を納付しないことについての意識をみると、 「もう少し
生活にゆとりができれば保険料を納めたい」とした者の割合は、所得が1,000万円以上でも

半数以上となっている。（図②）

図② 世帯総所得金額階級別保険料を納付しないことについての意識
（滞納者）

図① 年齢階級別保険料を納めていないことについての意識（滞納者）

【資料出所】
「国民年金被保険者実態調査」（平成17年）

（単位：％）

総　数
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にしていないの
で納める考えは
ない

その他

１号期間滞納者総数 100.0 63.1 8.2 13.2 6.5 9.0
　20～24歳 100.0 60.2 11.1 12.1 6.6 10.1
　25～29歳 100.0 60.0 8.1 16.0 7.8 8.0
　30～34歳 100.0 59.8 10.5 16.0 7.0 6.7
　35～39歳 100.0 59.9 6.0 17.2 7.6 9.2
　40～44歳 100.0 66.6 7.9 10.3 5.1 10.1
　45～49歳 100.0 69.2 6.1 10.8 6.2 7.8
　50～54歳 100.0 74.6 6.3 8.5 3.0 7.7
　55～59歳 100.0 65.7 4.9 9.5 6.7 13.2

注 回答不詳以外の者に対する割合である。
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